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第25条（申出者に対する通知）

（申出者に対する通知）
第二十五条 大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の
申出があったときは、同条の調査の結果に基づき①侵害情報
送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、②当該申出を受け
た日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号
に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知
しなければならない。ただし、③申出者から過去に同一の内
容の申出が行われていたときその他の通知しないことについ
て正当な理由があるときは、この限りでない。
一 当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたとき
その旨
二 当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかった
とき その旨及び④その理由

2 前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提
供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条
の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどう
かを判断した後、①遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応
じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。こ
の場合においては、同項の総務省令で定める期間内に、②次
の各号のいずれに該当するか（第三号に該当する場合にあっ
ては、その旨及びやむを得ない理由の内容）を申出者に通知
しなければならない。
一 第二十三条の調査のため③侵害情報の発信者の意見を聴
くこととしたとき。

第5章 大規模特定電気通信役務提供者の義務（第20条－第34条）291

：】Ｓｅｒｖｅｒ／第一法規（東京）／情報流通プラットフォーム対処法／第２／第５章／０１ 2025.09.09 13.53.34 Page 27

二 第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、④やむを得ない理由がある
とき。

趣旨

本条は、大規模特定電気通信役務提供者の義務として、申出者に
対して一定の期間内に、申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じ
たときはその旨を、申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じな
かったときはその旨及びその理由を、それぞれ通知しなければなら
ないこと（第1項）、一定の場合には、一定の期間内に検討中であ
る旨及びその理由を通知したうえで、第1項の通知は遅滞なく行え
ば足りること（第2項）を規定するものである。

解説

1 一定期間内の判断・通知（第1項）
⑴ 概要

近年多くの人々が利用している大規模特定電気通信役務は、情報
の拡散を容易にする機能を備えているため、ひとたびこれらのサー
ビスを利用して権利侵害情報が発信されると、短時間で広範囲に共
有される事態が生じている。このような被害の拡大を防止するため
には、大規模特定電気通信役務提供者による迅速な対応が求められ
る。
そこで、本項は、被侵害者から侵害情報送信防止措置を講ずるよ

う申出があった場合に、大規模特定電気通信役務提供者が放置する
ことなく迅速に対応するよう、一定期間内の判断・通知を求めるも
のである（本文）。また、申出のあった情報について侵害情報送信
防止措置を講じなかった場合、その旨を通知するだけではなく、そ
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